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１ 趣旨・概要 

１ 策定の根拠等 

   子ども・子育て支援法第６１条に基づき、５年を１期として、教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保について定めます。 

 

２ 策定の趣旨 

   第二期計画期間の、令和２年度（２０２０年度）から令和６年度（２０２４年度）に

おいて、幼児教育・保育及び地域こども子育て支援事業にかかる１４事業について「量の

見込み【需要】」及び「確保の方策【供給】」に基づき、各事業に取り組んできました。 

今回、子ども・子育て支援法等の改正に伴い、産後ケア事業、子育て世帯訪問支援事業、

児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、こども誰でも通園制度、妊婦等包括相談

支援事業を地域子ども子育て支援事業に加え、各事業の「量の見込み【需要】」及び「確

保の方策【供給】」を設定し、更なる取組の推進を図るため、第三期計画を策定します。 

 

３ 計画期間   

令和７年度（２０２５年度）から令和１１年度（２０２９年度）の５年間 

 

４ 主な内容 

計画策定時点での推計人口や各事業の利用実績等を踏まえ、「量の見込み【需要】」及び

「確保の方策【供給】」を設定します。 

 

５ 量の見込み・確保の方策の考え方 

本計画に定める供給量は、計画策定時の推計人口を踏まえ算出した需要量に対応する

ための目標値となっています。事業の実施にあたっては、毎年度、社会情勢や市民ニーズ

を勘案し、需要量を適宜算出したうえで、必要に応じて供給を行っていきます。 

なお、計画値と実績値が大きく乖離する場合は、計画期間の中間年を目安として、計画

を見直します。 
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６ 対象事業 

第二期計画の１４事業に加え 

〇乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

〇利用者支援事業③地域子育て相談機関 

〇妊婦等包括相談支援事業 

〇産後ケア事業 

〇子育て世帯訪問支援事業（１）熊本市子育て世帯訪問支援事業 

子育て世帯訪問支援事業（２）産前産後ホームヘルプサービス 

   〇児童育成支援拠点事業 

   〇親子関係形成支援事業 

が追加となりました。 

 

 

教　育　・　保　育 提供区域

1号認定区分（3～5歳　幼児教育のみ） 市内8区域

2号認定区分（3～5歳　保育の必要性あり） 市内27区域

3号認定区分（0～2歳　保育の必要性あり） 市内27区域

地域子ども・子育て支援事業 提供区域

一時預かり事業　（１）　幼稚園型 市内27区域

一時預かり事業　（２）　幼稚園型以外 市内27区域

3 時間外保育事業 市内27区域

4 【新規】乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 市内8区域

利用者支援事業　①特定型 行政区

利用者支援事業　②こども家庭センター型 行政区

【新規】利用者支援事業　③地域子育て相談機関 ー

放課後児童健全育成事業（児童育成クラブ）(1)低学年 市全域

放課後児童健全育成事業（児童育成クラブ）(２)高学年 市全域

7 子育て短期支援事業（ショートステイ） 市全域

8 【新規】妊婦等包括相談支援事業 行政区

9 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 行政区

10 【新規】産後ケア事業 市全域

11 養育支援訪問事業 市全域

12 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 行政区

13 病児・病後児保育事業 市全域

14 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 市全域

15 妊婦健康診査 市全域

16 実費徴収に係る補足給付を行う事業 ー

【新規】子育て世帯訪問支援事業（１）熊本市子育て世帯訪問支援事業 市全域

【新規】子育て世帯訪問支援事業（２）産前産後ホームヘルプサービス 市全域

18 【新規】児童育成支援拠点事業 市全域

19 【新規】親子関係形成支援事業 市全域

17

6

1

2

5
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７ 提供区域 

提供区域とは、保護者やこどもが居住地から容易に移動することが可能な区域として

市町村が定めたエリアのことです。 

本市では、各事業の実態に応じて、以下の区分で提供区域を設定します。 

 

 

 

名称 区域数 設定の考え方

1 市全域 1 広域で提供体制を確保する必要があるもの

2 行政区 5 区役所単位で提供体制を確保する必要があるもの

3 市内8区域 8
熊本市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画にお
ける「日常生活圏域」を参考としつつ、幼稚園への通
園区域を考慮して設定

4 市内27区域 27
熊本市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画にお
ける「日常生活圏域」を参考としつつ、保育所への通
園区域を考慮して設定
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27区域 8区域 校区名 

1 中央  ① 

1 中央 A 

壺川、城東、慶徳、一新、五福 

2 中央  ② 向山、本荘、春竹 

3 中央  ③ 碩台、黒髪 

4 中央  ④ 

2 中央 B 

白川、大江、白山 

5 中央  ⑤ 出水、出水南、砂取 

6 中央  ⑥ 託麻原、帯山、帯山西 

7 東    ② 
3 東 A 

西原、託麻西、月出 

8 東    ③ 託麻東、託麻北、託麻南、長嶺 

9 東    ① 

4 東 B 

尾ノ上、東町、健軍東、山ノ内 

10 東    ④ 画図、健軍、泉ヶ丘 

11 東    ⑤ 秋津、若葉、桜木、桜木東 

12 西    ① 

5 西 

高橋、池上、城山 

13 西    ② 城西、花園、池田 

14 西    ③ 古町、春日、白坪 

15 西    ④ 芳野、河内 

16 西    ⑤ 小島、中島 

17 南    ① 

6 南 

富合 

18 南    ② 御幸、田迎、田迎南、日吉、日吉東、田迎西 

19 南    ③ 力合、力合西、城南、川尻 

20 南    ④ 飽田東、飽田南、飽田西 

21 南    ⑤ 中緑、銭塘、奥古閑、川口 

22 南    ⑥ 杉上、隈庄、豊田 

23 北    ① 

7 北 A 

植木、山本、田原、菱形、桜井、山東、吉松、田底 

24 北    ② 川上、西里、北部東 

25 北    ③ 清水、高平台 

26 北    ④ 
8 北 B 

城北、麻生田、楠、楡木 

27 北    ⑤ 龍田、龍田西、武蔵、弓削 
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８ 利用希望調査 

（１）趣旨・目的 

  計画策定に必要な基礎データ及び教育・保育、地域子ども・子育て支援事業に関する利用希望等

を把握することを目的に実施しました。 

 

（２）調査の対象 

  教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業等の主な対象である未就学児童及び小学生を養育す

る保護者を対象とし、住民基本台帳から以下の標本数を無作為に抽出し、調査しました。  

未就学児の保護者：２０，０００人 ・小学生の保護者：５，０００人 

 

（３）主な調査項目 

・保護者の就労状況 

  ・日常的な幼稚園・保育所のサービスの利用状況 

・児童育成クラブの利用状況 

・その他、本市で実施している各事業の利用状況 

 

（４）調査期間 

 令和６年（２０２４年）２月５日（月）～令和６年（２０２４年）３月５日（火） 

 

（５）実施方法 

抽出世帯に対し調査協力依頼状を郵送し、WEB（専用のホームページを立ち上げパソコンやスマ

ートフォンから直接回答してもらう方式）による回答 

 

（６）有効回収数と回数率 

  ・未就学児：８，４９２票（有効回収率４２．４％） 

・小 学 生：２，５４５票（有効回収率５０．９％） 
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２ 人口の推移 

各年の各歳別の児童人口の推計は、内閣府の「市町村子ども・子育て支援事業計画における「量

の見込み」の算出等のための手引き」に基づき算出しました。 

   なお、基礎となる人口データは、平成３１年（２０１９年）～令和５年（２０２３年）の本市の 

住民基本台帳の登録人口を使用しています。  

 

＜全市＞ 

 

 

＜中央区＞ 
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＜東区＞ 

 

＜西区＞ 
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＜南区＞ 

 

＜北区＞ 
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３ 量の見込みと確保の方策等 

 

１. 教育・保育 

 
 

(人）

　教育（1号）、保育（2・3号）　総計

ふ

教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳 教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳

① 4,878 4,840

4,732 1,328 10,695 1,311 3,840 4,257 4,690 1,178 10,409 1,359 3,591 3,874

146 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0

1,328 11,885 2,602 3,529 3,926 1,178 11,902 2,600 3,528 3,926

3,305 3,170

1,328 1,178

3,759 3,834

6,675 1,140 1,646 1,863 6,992 1,190 1,727 1,949

4,957 962 1,330 1,456 4,657 910 1,248 1,370

0 373 394 443 0 373 394 443

253 127 159 164 253 127 159 164

0 1,190 1,291 ▲ 311 ▲ 331 0 1,493 1,241 ▲ 63 52

教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳 教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳

① 4,373 3,895

4,223 1,111 10,316 1,373 3,678 3,747 3,745 1,100 10,027 1,388 3,707 3,822

150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0

1,111 11,902 2,600 3,528 3,926 1,100 11,902 2,600 3,528 3,926

3,170 3,170

1,111 1,100

3,834 3,834

6,992 1,190 1,727 1,949 6,992 1,190 1,727 1,949

4,657 910 1,248 1,370 4,657 910 1,248 1,370

0 373 394 443 0 373 394 443

253 127 159 164 253 127 159 164

0 1,586 1,227 ▲ 150 179 0 1,875 1,212 ▲ 179 104

教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳 教育希望 左記以外 0歳 1歳 2歳

① 3,443 3,084

3,293 1,073 9,738 1,410 3,728 3,850 2,934 1,105 9,652 1,433 3,762 3,861

150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0

1,073 11,902 2,600 3,528 3,926 1,105 11,902 2,600 3,528 3,926

3,170 3,170

1,073 1,105

3,834 3,834

6,992 1,190 1,727 1,949 6,992 1,190 1,727 1,949

4,657 910 1,248 1,370 4,657 910 1,248 1,370

0 373 394 443 0 373 394 443

253 127 159 164 253 127 159 164

0 2,164 1,190 ▲ 200 76 0 2,250 1,167 ▲ 234 65

　・1号については、供給が需要を上回り、今後についても充足が見込まれるため、特段の対応を要しない。

　・認定区分間の過不足数対応としての2・3号定員割り振り等を各事業者に継続的に働きかけていく。

　・認定こども園移行の際には、2号・3号定員は原則減らさないことを条件とする。

11,587 8,824

熊本市のこども

2024年度（令和６年度）〈実績値〉 2025年度（令和７年度）

認定

区分
1号

2号 3号
1号

2号 3号

他市町村のこども

② 　現況推計による確保の状況 7,064
23,270

7,004

量  の   見   込   み 12,023 9,408

保育所

地域型保育事業(地域枠)

企業主導型保育事業(地域枠)

②　－　① 2,186
1,839

13,080 10,054

幼稚園

幼稚園預り保育

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育所部分）

3号

量  の   見   込   み 11,127 8,91711,427 8,798

2,164
2,723

2026年度（令和８年度） 2027年度（令和９年度）

認定

区分
1号

2号 3号
1号

2号

10,054
7,004

13,013 10,054

幼稚園

幼稚園預り保育

熊本市のこども

他市町村のこども

② 　現況推計による確保の状況 7,004
13,002

3,109
3,012

2,631
2,842

2028年度（令和１０年度） 2029年度（令和１１年度）

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育所部分）

保育所

地域型保育事業(地域枠)

企業主導型保育事業(地域枠)

②　－　①

3号

量  の   見   込   み 10,811 8,988 10,757 9,056

認定

区分
1号

2号 3号
1号

2号

10,054
7,004

13,007 10,054

幼稚園

幼稚園預り保育

熊本市のこども

他市町村のこども

② 　現況推計による確保の状況 7,004
12,975

3,561
3,230

3,920
3,248

　確  保  の  方  策

認定こども園（幼稚園部分）

認定こども園（保育所部分）

保育所

地域型保育事業(地域枠)

企業主導型保育事業(地域枠)

②　－　①
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■教育・保育の認定区分について  

1 号・・・・・３～５歳 幼児教育のみ 

2 号・・・・・３～５歳 保育の必要性あり 

3 号・・・・・0～2 歳 保育の必要性あり 

 

■満 3 歳未満のこどもの保育利用率について 

子ども・子育て支援法に基づく基本指針では、満 3 歳未満のこどもに待機児童が多いことから、満 3 歳

未満のこども全体に占める、3 号認定の利用定員数の割合である「保育利用率」の目標値を設定することと

されています。 

各年度の「量の見込み」が利用定員として確保すべき目標数となることから、本市における保育利用率の

目標値は、「量の見込み（3 号認定）÷推計人口（0 歳～2 歳）」により算出された以下の数値とします。 

 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

保育利用率 54.4% 55.2% 56.1% 56.9% 57.6% 

 

■量の見込みの考え方  

令和７年度（２０２５年度）：過去 3 か年の平均申請率と過去 3 か年の平均申請伸び率及び推計人口から

推計 

令和８年度（２０２６年度）以降：前年度申請率及び過去 3 か年の平均申請伸び率と及び推計人口から推

計 

 

■確保の方策の考え方  

（１）1 号認定の確保の方策 

市内全域及び８区域いずれも供給量が需要量を上回るため、特段の対応を要しません。 

（２）2 号・3 号認定の確保の方策 

・市内全域で 2 号・3 号の総数では供給量が需要量を上回るものの、1 歳・2 歳で供給不足が発生して

いるため、既存幼稚園からの認定こども園への移行を促すとともに、既存施設の定員転換（2 号から 3

号へ定員の割り振りを変える）を勧奨していくなど、供給不足へ対応します。 

・認定こども園への移行の際には、2 号・3 号定員は原則として減らさないことを条件とします。 

 

■広域利用について  

恒常的に他市町村のこどもが本市の教育施設を利用することが見込まれるため、1 号認定の量の見込み

ついては、他市町村在住で本市の教育施設を利用するこどもの量の見込みを加えることとします。 

  

<保育の必要性> 

①就労 ②妊娠、出産 ③保護者の疾病、障がい  

④同居親族等の介護・看護 ⑤災害復旧 ⑥求職活動 ⑦就学 など 
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３．区域別計画（令和７年度（２０２５年度）～令和１１年度（２０２９年度）） 

 

 

※校区の数字は、保育（2・3号）の27区域番号

a 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和9年度） 2028年度（令和10年度） 2029年度（令和11年度）

① 602 642 606 570 547 527

594 642 606 570 547 527

8 0 0 0 0 0

② 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

745 745 745 745 745 745

405 405 405 405 405 405

548 508 544 580 603 623

確  保  の  方  策 　・供給が需要を上回り、今後についても充足が見込まれるため、特段の対応を要しない。 確  保  の  方  策

b 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和9年度） 2028年度（令和10年度） 2029年度（令和11年度）

① 1,064 1,017 900 790 678 589

1,062 1,017 900 790 678 589

2 0 0 0 0 0

② 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363

740 740 740 740 740 740

623 623 623 623 623 623

299 346 463 573 685 774

確  保  の  方  策 　・供給が需要を上回り、今後についても充足が見込まれるため、特段の対応を要しない。 確  保  の  方  策

c 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和9年度） 2028年度（令和10年度） 2029年度（令和11年度）

① 656 595 506 422 342 266

653 595 506 422 342 266

3 0 0 0 0 0

② 845 850 850 850 850 850

350 350 350 350 350 350

495 500 500 500 500 500

189 255 344 428 508 584

確  保  の  方  策 　・供給が需要を上回り、今後についても充足が見込まれるため、特段の対応を要しない。 確  保  の  方  策

d 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和9年度） 2028年度（令和10年度） 2029年度（令和11年度）

① 398 385 356 324 289 257

397 385 356 324 289 257

1 0 0 0 0 0

② 595 595 595 595 595 595

0 0 0 0 0 0

595 595 595 595 595 595

197 210 239 271 306 338

確  保  の  方  策 　・供給が需要を上回り、今後についても充足が見込まれるため、特段の対応を要しない。 確  保  の  方  策

８区域別　教育（1号）

 １　中央　A （校区：1壺川、城東、慶徳、一新、五福　2向山、本荘、春竹　3碩台、黒髪）

量  の  見  込  み

熊本市のこども

他市町村のこども

　現況推計による確保の状況

量の見込み

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

②　－　①

 ２　中央　B （校区：4白川、大江、白山　5出水、出水南、砂取　6託麻原、帯山、帯山西）

熊本市のこども

他市町村のこども

　現況推計による確保の状況

量の見込み

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

②　－　①

 ３ 　東　A （校区：8西原、託麻西、月出　9託麻東、託麻北、託麻南、長嶺）

熊本市のこども

他市町村のこども

　現況推計による確保の状況

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

②　－　①

 ４ 　東　B （校区：7尾ノ上、東町、健軍東、山ノ内　10画図、健軍、泉ヶ丘　11秋津、若葉、桜木、桜木東）

量の見込み

熊本市のこども

他市町村のこども

　現況推計による確保の状況

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

②　－　①
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※校区の数字は、保育（2・3号）の27圏域番号 (人）

　（校区：12高橋、池上、城山　13城西、花園、池田　14町、春日、白坪　15芳野、河内

　　　　　 16小島、中島）

e  2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和9年度） 2028年度（令和10年度） 2029年度（令和11年度）

① 505 542 499 444 391 348

504 542 499 444 391 348

1 0 0 0 0 0

② 710 705 705 705 705 705

345 300 300 300 300 300

365 405 405 405 405 405

205 163 206 261 314 357

確  保  の  方  策 　・供給が需要を上回り、今後についても充足が見込まれるため、特段の対応を要しない。

　（校区：17富合　18御幸、田迎、田迎南、日吉、日吉東、田迎西　19力合、力合西、城南、川尻　

　　　　　20飽田東、飽田南、飽田西　 21中緑、銭塘、奥古閑、川口　22杉上、隈庄、豊田）

f 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和9年度） 2028年度（令和10年度） 2029年度（令和11年度）

① 781 802 737 666 617 583

781 802 737 666 617 583

0 0 0 0 0 0

② 1,213 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144

570 480 480 480 480 480

643 664 664 664 664 664

432 342 407 478 527 561

確  保  の  方  策 　・供給が需要を上回り、今後についても充足が見込まれるため、特段の対応を要しない。

　（校区：23植木、山本、田原、菱形、桜井、山東、吉松、田底　24川上、西里、北部東

　　　　　 25清水、高平台

g 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和9年度） 2028年度（令和10年度） 2029年度（令和11年度）

① 370 348 306 255 204 164

337 308 266 215 164 124

33 40 40 40 40 40

② 475 484 484 484 484 484

75 75 75 75 75 75

400 409 409 409 409 409

105 136 178 229 280 320

確  保  の  方  策 　・供給が需要を上回り、今後についても充足が見込まれるため、特段の対応を要しない。

h 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和9年度） 2028年度（令和10年度） 2029年度（令和11年度）

① 502 509 463 424 375 350

404 399 353 314 265 240

98 110 110 110 110 110

② 713 713 713 713 713 713

480 480 480 480 480 480

233 233 233 233 233 233

211 204 250 289 338 363

確  保  の  方  策 　・供給が需要を上回り、今後についても充足が見込まれるため、特段の対応を要しない。

　現況推計による確保の状況

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

②　－　①

量の見込み

熊本市のこども

他市町村のこども

②　－　①

 ８ 　北　B 　（校区：26城北、麻生田、楠、楡木　27龍田、龍田西、武蔵、弓削）

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

熊本市のこども

他市町村のこども

　現況推計による確保の状況

量の見込み

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

②　－　①

 ７ 　北　A

熊本市のこども

他市町村のこども

　現況推計による確保の状況

量の見込み

幼稚園

認定こども園（幼稚園部分）

②　－　①

 ６　南

熊本市のこども

他市町村のこども

　現況推計による確保の状況

 ５　西

量の見込み
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２. 一時預かり事業 

 

（１）幼稚園型（教育時間前後等の幼稚園在園児一時預かり事業） 

所管課 保育幼稚園課  

事業概要 
幼稚園、認定こども園の在園児を通常の教育時間の前後や長期休業期間中など

に、保護者の要請等に応じて預かる事業 

提供区域 27 区域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 延べ利用人数／年） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 264,747 264,747 264,747 264,747 264,747 

②確保の方策 264,747 264,747 264,747 264,747 264,747 

②-① ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■量の見込みの考え方 

過年度（令和２年度（２０２０年度）～令和５年度（２０２３年度））の実績を基に伸び率を算出し、令和７年度

（２０２５年度）見込みを推計。保育園や私学助成幼稚園から認定こども園への移行に伴い、１号認定在園児

が増加し年々利用人数が伸びているが、令和８年度（２０２６年度）以降は、推計人口による在園児の減少や

移行園の減少により大幅な利用児童数の増加が見込めないため、令和７年度（２０２５年度）と同数で見込む。 

 

■確保の方策の考え方 

市民ニーズに的確に対応できるよう各事業者に対し、必要な人員配置等について、継続的に働きかけて

いく。 
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※ ２７区域別  量の見込み（利用ニーズ量）                             (単位：人 / 年) 

 

  

R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028） R11（2029） R12（2030）

1 中央① 壺川、城東、慶徳、一新、五福 8,647 8,647 8,647 8,647 8,647 8,647

2 中央② 向山、本荘、春竹 8,647 8,647 8,647 8,647 8,647 8,647

3 中央③ 碩台、黒髪 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953

4 中央④ 白川、大江、白山 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789

5 中央⑤ 出水、出水南、砂取 10,303 10,303 10,303 10,303 10,303 10,303

6 中央⑥ 託麻原、帯山、帯山西 11,359 11,359 11,359 11,359 11,359 11,359

7 東① 尾ノ上、東町、健軍東、山ノ内 12,686 12,686 12,686 12,686 12,686 12,686

8 東② 西原、託麻西、月出 13,456 13,456 13,456 13,456 13,456 13,456

9 東③ 託麻東、託麻北、託麻南、長嶺 25,543 25,543 25,543 25,543 25,543 25,543

10 東④ 画図、健軍、泉ヶ丘 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616 11,616

11 東⑤ 秋津、若葉、桜木、桜木東 12,657 12,657 12,657 12,657 12,657 12,657

12 西① 高橋、池上、城山 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878 6,878

13 西② 城西、花園、池田 10,574 10,574 10,574 10,574 10,574 10,574

14 西③ 古町、春日、白坪 7,049 7,049 7,049 7,049 7,049 7,049

15 西④ 芳野、河内 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356

16 西⑤ 小島、中島 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639

17 南① 富合 6,607 6,607 6,607 6,607 6,607 6,607

18 南② 御幸、田迎、田迎南、日吉、 日吉東、田迎西 20,548 20,548 20,548 20,548 20,548 20,548

19 南③ 力合、城南、川尻 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086

20 南④ 飽田東、飽田南、飽田西 7,192 7,192 7,192 7,192 7,192 7,192

21 南⑤ 中緑、銭塘、奥古閑、川口 1,784 1,784 1,784 1,784 1,784 1,784

22 南⑥ 杉上、隈庄、豊田 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832 9,832

23 北① 植木、山本、田原、菱形、桜井、 山東、吉松、田底 8,376 8,376 8,376 8,376 8,376 8,376

24 北② 川上、西里、北部東 12,115 12,115 12,115 12,115 12,115 12,115

25 北③ 清水、高平台 7,677 7,677 7,677 7,677 7,677 7,677

26 北④ 城北、麻生田、楠、楡木 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647

27 北⑤ 龍田、武蔵、弓削 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

264,747 264,747 264,747 264,747 264,747 264,747合計
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２. 一時預かり事業 

 

（２）幼稚園型以外（保護者が病気等で一時的に家庭での保育が困難な場合の一時預かり事業） 

所管課 保育幼稚園課  

事業概要 
保育所等を利用していない家庭において、保護者が病気や冠婚葬祭などで家庭で

の保育が困難な場合に、保育所等で一時的に在園児以外を預かる事業 

提供区域 27 区域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 延べ利用人数／年） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 

②確保の方策 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 

②-① ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■量の見込みの考え方 

過去 3 年間（令和 3 年度（２０２１年度）～令和５年度（２０２３年度））の平均実績から量の見込み（利用ニ

ーズ量）を推計し、令和 7 年度（２０２５年度）の量の見込みを算出。将来推計児童人口は減少傾向であるも

のの、育児疲れのリフレッシュ等の理由で一時預かりに対する保護者のニーズは一定数あるものと想定し、

令和７年度（２０２５年度）以降の量の見込みも令和７年度（２０２５年度）と同数と見込む。 

 

■確保の方策の考え方 

今後も、利用者のニーズに対応できるよう事業所等に一時預かり事業の周知を継続的に働きかけていく。 
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※ ２７区域別  量の見込み（利用ニーズ量）                             (単位：人 / 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

1 中央① 城東、慶徳、五福、一新、壺川 274 274 274 274 274

2 中央② 向山、本荘、春竹 296 296 296 296 296

3 中央③ 碩台、黒髪 109 109 109 109 109

4 中央④ 白川、大江、白山 290 290 290 290 290

5 中央⑤ 出水、出水南、砂取 303 303 303 303 303

6 中央⑥ 託麻原、帯山、帯山西 324 324 324 324 324

7 東① 尾ノ上、東町、健軍東、山ノ内 334 334 334 334 334

8 東② 月出、西原、託麻西 437 437 437 437 437

9 東③ 託麻東、託麻北、託麻南、長嶺 696 696 696 696 696

10 東④ 画図、健軍、泉ヶ丘 359 359 359 359 359

11 東⑤ 秋津、若葉、桜木、桜木東 366 366 366 366 366

12 西① 高橋、池上、城山 186 186 186 186 186

13 西② 城西、花園、池田 299 299 299 299 299

14 西③ 古町、春日、白坪 253 253 253 253 253

15 西④ 芳野、河内 24 24 24 24 24

16 西⑤ 小島、中島 110 110 110 110 110

17 南① 富合 177 177 177 177 177

18 南② 御幸、田迎、田迎南、田迎西、日吉、日吉東 633 633 633 633 633

19 南③ 力合、力合西、城南、川尻 349 349 349 349 349

20 南④ 飽田東、飽田南、飽田西 179 179 179 179 179

21 南⑤ 中緑、銭塘、奥古閑、川口 44 44 44 44 44

22 南⑥ 杉上、隈庄、豊田 266 266 266 266 266

23 北① 植木、山本、田原、菱形、桜井、山東、吉松、田底 235 235 235 235 235

24 北② 川上、西里、北部東 357 357 357 357 357

25 北③ 清水、高平台 227 227 227 227 227

26 北④ 城北、麻生田、楠、楡木 310 310 310 310 310

27 北⑤ 龍田、龍田西、武蔵、弓削 263 263 263 263 263

7,700 7,700 7,700 7,700 7,700計
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３. 時間外保育事業 

 

所管課 保育幼稚園課 

事業概要 
保護者の就労等、やむを得ない事情で保育時間の延長が必要な児童を、保育所開

所時間を超えて保育する事業 

提供区域 27 区域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 延べ利用人数／年） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（2020） 

R９ 

（2021） 

R１０ 

（2022） 

R１１ 

（2023） 

①量の見込み 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 

②確保の方策 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 

②-① ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■量の見込みの考え方 

過去 5 年間（令和元年度（２０１９年度）～令和５年度（２０２３年度））の平均実績から量の見込み（利用ニー

ズ量）を推計し、令和 7 年度（２０２５年度）の量の見込みを算出した。過去 5 年間の平均伸び率は 0.97 で

ある。将来推計児童人口は減少傾向であるものの、保護者の就労等で延長保育に対する利用ニーズは一定

数あるものと想定し、令和７年度（２０２５年度）以降の量の見込みも令和７年度（２０２５年度）と同数と見込

む。 

 

■確保の方策の考え方 

利用ニーズに的確に対応できるよう各事業者に開所時間や人員配置について、継続的に働きかける。 
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※ ２７区域別  量の見込み（利用ニーズ量）                             (単位：人 / 年) 

 

 

 

 

  

R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030)

1 中央① 城東、慶徳、五福、一新、壺川 378 378 378 378 378 378

2 中央② 向山、本荘、春竹 393 393 393 393 393 393

3 中央③ 碩台、黒髪 162 162 162 162 162 162

4 中央④ 白川、大江、白山 414 414 414 414 414 414

5 中央⑤ 出水、出水南、砂取 434 434 434 434 434 434

6 中央⑥ 託麻原、帯山、帯山西 472 472 472 472 472 472

7 東① 尾ノ上、東町、健軍東、山ノ内 508 508 508 508 508 508

8 東② 月出、西原、託麻西 595 595 595 595 595 595

9 東③ 託麻東、託麻北、託麻南、長嶺 1039 1039 1039 1039 1039 1039

10 東④ 画図、健軍、泉ヶ丘 501 501 501 501 501 501

11 東⑤ 秋津、若葉、桜木、桜木東 529 529 529 529 529 529

12 西① 高橋、池上、城山 279 279 279 279 279 279

13 西② 城西、花園、池田 438 438 438 438 438 438

14 西③ 古町、春日、白坪 329 329 329 329 329 329

15 西④ 芳野、河内 46 46 46 46 46 46

16 西⑤ 小島、中島 156 156 156 156 156 156

17 南① 富合 266 266 266 266 266 266

18 南② 御幸、田迎、田迎南、田迎西、日吉、日吉東 885 885 885 885 885 885

19 南③ 力合、力合西、城南、川尻 505 505 505 505 505 505

20 南④ 飽田東、飽田南、飽田西 281 281 281 281 281 281

21 南⑤ 中緑、銭塘、奥古閑、川口 69 69 69 69 69 69

22 南⑥ 杉上、隈庄、豊田 399 399 399 399 399 399

23 北① 植木、山本、田原、菱形、桜井、山東、吉松、田底 345 345 345 345 345 345

24 北② 川上、西里、北部東 511 511 511 511 511 511

25 北③ 清水、高平台 324 324 324 324 324 324

26 北④ 城北、麻生田、楠、楡木 425 425 425 425 425 425

27 北⑤ 龍田、龍田西、武蔵、弓削 417 417 417 417 417 417

11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100計
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４.  乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

 

所管課 保育幼稚園課 

事業概要 

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での

支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可

能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で、こどもを保育所等に預けることができ

る事業 

提供区域 8 区域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 人/日） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 35 41 44 48 51 

②確保の方策 46 48 52 55 58 

②-① 11 7 8 7 7 

 

■量の見込みの考え方 

対象年齢の未就園児数と申請率見込みより推計する。 

申請率見込み：令和 6 年度（２０２４年度）を 8%とし、以降 1%ずつ増加と見込む。 

 

■確保の方策の考え方 

令和 6 年度（２０２４年度）試行的事業の定員実績値を基に、申請数の伸びを考慮して算出した。 

 

※ 令和６年度（２０２４年度）は試行的事業につきデータが少ないため、量の見込み及び確保の

方策は、事業実施後の実績に応じて、中間年を目安として見直す。 

 

  



47 

 

5. 利用者支援事業 

 

所管課 

➀特定型：保育幼稚園課・各区保健こども課 

②こども家庭センター型：こども支援課・こども家庭福祉課・各区保健こども課（こ

ども家庭センター） 

③地域子育て相談機関：こども支援課 

事業概要 

➀特定型：各区に利用者支援員を配置し、保育所等の相談を受ける事業 

②こども家庭センター型：各区役所保健こども課にこども家庭センターを設置し、

母子保健機能及び児童福祉機能の一体的な運営を通じて、包括的な支援を切れ目

なく提供する事業 

③地域子育て相談機関：利用者にとって敷居が低く、身近な場所で相談ができる場

所に支援員を配置し、子育て世帯の不安解消につなげる事業。今後、既存の施設や

事業における位置付けなどを検討予定 

提供区域 行政区（５） 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 ヶ所） 

特定型 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 5 5 5 5 5 

②確保の方策 5 5 5 5 5 

②-① 0 0 0 0 0 

こども家庭センター

型 

R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 5 5 5 5 5 

②確保の方策 5 5 5 5 5 

②-① 0 0 0 0 0 

 

■量の見込みの考え方 

➀特定型②こども家庭センター型：行政区毎に 1 か所設置する。 

 

■確保の方策の考え方 

➀特定型：利用者支援員会議や研修などを充実させ、ニーズに対応できる体制を整える。また、より多く

の方へ情報提供を行うため、出張相談の充実を図っていく。 

②こども家庭センター型：令和 6 年（２０２４年）4 月に設置されたこども家庭センターにおいて、妊

娠期から子育て期にかけて全ての妊産婦、子育て家庭へ一体的に相談支援を提供する。また、必要に

応じて、母子保健機能と児童福祉機能が合同ケース会議等を開催し、連携して支援を進める。 
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６. 放課後児童健全育成事業（児童育成クラブ）（１）低学年 

 

所管課 放課後児童育成課 

事業概要 

共働き家庭等の小学生を対象に、放課後に遊びと生活の場の提供する事業 

・直接運営している「公営クラブ」：80 ヶ所 

・運営を委託している「公営クラブ」：１ヶ所 

・社会福祉法人や保護者会等を通じて運営している「民営クラブ」：14 ヶ所 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 人／年） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 7,535 7,421 7,218 7,118 6,930 

②確保の方策 7,535 7,421 7,218 7,118 6,930 

②-① 0 0 0 0 0 

 

■量の見込みの考え方 

各学校の将来推計児童数に令和６年（２０２４年）５月１日の児童育成クラブの在籍率と伸び率を乗じて算

出した。 

 

■確保の方策の考え方 

現状の供給体制での対応が可能。放課後子ども総合プランで示されている学校の余裕教室の徹底

活用や放課後等における学校施設の一時的な利用の促進について、施設整備と合わせ積極的に取り

組む。 

また、老朽施設の改修、児童育成クラブ支援員の研修を継続して行うなど、引き続き質の改善にも取

り組む。
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６. 放課後児童健全育成事業（児童育成クラブ）（２）高学年 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 人／年） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 752 743 730 749 724 

②確保の方策 752 743 730 749 724 

②-① 0 0 0 0 0 

 

■量の見込みの考え方 

各学校の将来推計児童数に令和６年（２０２４年）５月１日の各児童育成クラブの在籍率を乗じて算出した。 

 

■確保の方策の考え方 

現状の供給体制での対応が可能。放課後子ども総合プランで示されている学校の余裕教室の徹底

活用や放課後等における学校施設の一時的な利用の促進について、施設整備と合わせ積極的に取り

組む。 

また、老朽施設の改修、児童育成クラブ支援員の研修を継続して行うなど、引き続き質の改善にも取

り組む。 
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７. 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

 

所管課 こども家庭福祉課・各区保健こども課（こども家庭センター） 

事業概要 

保護者の疾病等により、児童を家庭で養育することが一時的に困難になった場合

等において、下記実施場所にて宿泊型で一定期間の養育・保護を実施するととも

に、親子を短期間入所させ、レスパイト・ケア等の支援を行う事業 

【実施場所】 

・児童養護施設 ・乳児院  ・母子生活支援施設 ・ファミリーホーム ・里親 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 延べ利用人数／年） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 2,663 2,730 2,798 2,865 2,931 

②確保の方策 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 

②-① 1,077 1,010 942 875 809 

 

■量の見込みの考え方 

前年度の量の見込みに、児童虐待対応件数の平均伸び率及び各年度の推計児童人口減少率を乗じて算

出した。 

 

■確保の方策の考え方 

今後も子育ての不安感や負担感により、レスパイト・ケアのニーズが高まり、当事業の需要増加が見込ま

れるため、施設等の定員の余裕分を用いた養育に加え、専用室の設置や里親委託の充実を図り、受け入れ

体制の安定化を目指す。 
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８． 妊婦等包括相談支援事業型  

  

所管課 こども支援課・各区保健こども課（こども家庭センター） 

事業概要 
妊婦及びその配偶者等に面談等により情報提供や相談等（伴走型相談支援）を行う

事業 

提供区域 行政区 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 回/年） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 11,673 11,603 11,512 11,452 11,430 

②確保の方策 11,673 11,603 11,512 11,452 11,430 

②-① ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■量の見込みの考え方 

各年度の妊娠届出数、妊娠８か月相談の対応実績（全妊婦の１０％）及び出生数の推計値を足して算出し

た。 

 

■確保の方策の考え方 

妊娠届出時及び産後にすべての対象者に専門職が面談できるよう体制を整え、継続していく。 
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9. 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業) 

 

所管課 こども支援課・各区保健こども課（こども家庭センター） 

事業概要 

生後 4 か月までの乳児がいるすべての家庭を保健師や助産師が訪問し、子育て支

援に関する情報を提供するとともに、親子の心身の状況や養育環境等を把握し、助

言を行い、支援が必要な家庭には、適切なサービス提供につなげる事業 

提供区域 行政区 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 人／年） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 5,282 5,250 5,209 5,182 5,172 

②確保の方策 5,282 5,250 5,209 5,182 5,172 

②-① 0 0 0 0 0 

 

■量の見込みの考え方 

生後 4 ヶ月までの乳児がいる全戸を訪問するため、令和７年（202５年）から令和 11 年（202９年）の推

計人口（0 歳）と同数と見込む。 

 

■確保の方策の考え方 

生後 4 か月未満の乳児のいるすべての家庭を専門職が訪問できるよう体制を確保し、継続していく。 
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10. 産後ケア事業 

 

所管課 こども支援課・各区保健こども課（こども家庭センター） 

事業概要 
産後 1 年未満の母子に対して心身のケアやセルフケア能力を育む支援を提供し、

産後も安心して子育てができるようサポートする事業 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 延べ利用人数／年） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 11,092 １１,０２５ 10,939 10,882 10,861 

②確保の方策 11,092 １１,０２５ 10,939 10,882 10,861 

②-① ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■量の見込みの考え方 

各年度の産婦数を出生数の推計値とし、これに令和 6 年（２０２４年）４月～9 月の事業利用実績（産

婦数の 30％）を乗じて利用予定人数を算出し、産婦 1 人あたり利用可能回数上限（7 日）を乗じて算出し

た。 

 

■確保の方策の考え方 

支援を必要とする産婦が事業を利用できるよう、委託機関の確保をし、事業を継続していく。 
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11. 養育支援訪問事業 

 

所管課 こども家庭福祉課・各区保健こども課（こども家庭センター） 

事業概要 
養育支援が特に必要である家庭を保健師や助産師等の専門職が訪問し、養育に関

する指導及び助言等を行う事業 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 世帯／年） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 44 45 46 47 48 

②確保の方策 44 45 46 47 48 

②-① 0 0 0 0 0 

 

■量の見込みの考え方 

前年度の量の見込みに、児童虐待対応件数の平均伸び率及び各年度の推計児童人口減少率を乗じて算

出した。 

 

■確保の方策の考え方 

虐待のリスク等の高まりを未然に防ぐため、子育てに困難を抱える等支援を必要とする家庭が事業を利

用できるよう、委託機関を確保し、事業を継続していく。 
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１2. 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター・子育てひろば） 

 

所管課 こども支援課 

事業概要 

地域の保育園に併設し、子育てに関する相談や子育て中の親子の交流の場として

利用でき、保育士などが子育ての不安や悩みなどについて相談に応じるほか、子

育て支援サービスの情報提供を行う事業 

提供区域 行政区 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 延べ利用人数／月 ） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 8,510 8,490 8,490 8,480 8,480 

②確保の方策 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 

②-① 8,110 8,130 8,130 8,140 8,140 

 

【中央区】 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 2,063 2,060 2,060 2,055 2,055 

②確保の方策 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 

②-① ６３７ ６４０ ６４０ ６４５ ６４５ 

 

【東区】 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 1,632 1,625 1,624 1,621 1,621 

②確保の方策 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 

②-① 2,228 2,235 2,236 2,239 2,239 

 

【西区】 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 1,415 1,410 1,408 1,408 1,410 

②確保の方策 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 

②-① 1,245 1,250 1,252 1,252 1,250 
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【南区】 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み ６８０ ６８３ ６９２ ６９２ ６９３ 

②確保の方策 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020 

②-① 2,340 2,337 2,328 2,328 2,327 

 

【北区】 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 2,720 2,711 2,706 2,704 2,702 

②確保の方策 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 

②-① 1,660 1,669 1,674 1,676 1,678 

 

■量の見込みの考え方 

主に施設を利用する年齢（0～2歳児）の各年度人口推移数から保育園や幼稚園等に通園しているこ

どもを除いた人数に、ニーズ調査において、施設を利用しておらず、今後利用したいと回答した人の割

合を乗じて今後利用したい人数を算出し、これに 1 人当たりの利用日数 2 日を乗じたものに令和 5 年

度（２０２３年度）1 か月延べ利用実績を足して算出した。 

 

■確保の方策の考え方 

施設（２２カ所）の定員を施設毎に月あたりで算出し区ごとに足したものを確保の方策とする。 

保育園等へ通園していない世帯にも情報を届けることができるように、SNS 等を活用した周知を図

り、利用促進に努める。また、市民ニーズに沿った拠点施設数や配置場所となっているか、質向上の観

点も含めて検討を進める。 
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１3. 病児・病後児保育事業 

 

所管課 こども支援課 

事業概要 

こどもが病気などのため保育所等に預けられない場合で、保護者の就労等により

家庭での保育が難しい場合に、小学校低学年までのこどもを医療機関などに併設

した施設で預かる事業（令和元年度（２０１９年度）より、対象年齢を小学３年生から

小学６年生へ拡充を行った。） 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 延べ利用人数／年 ） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 10,888 10,724 10,571 10,404 10,326 

②確保の方策 15,91２ 15,91２ 15,91２ 15,91２ 15,91２ 

②-① 5,024 5,188 5,341 5,508 5,586 

 

※ 参考１ （企業主導型保育事業における病児保育のうち、市と診療情報提供書使用可の協定締結施設）  

 年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

８施設定員数／年 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 

 ※ 参考２ 熊本連携中枢都市圏内で相互利用を可能としている。（協定締結：１２市町村。） 

 

■量の見込みの考え方 

就学前（０～５歳児）の各年度人口推移数※１に、保育園や幼稚園等に通園しているこどもの割合、通

常の利用ができなかった割合、今後利用したい割合を乗じて今後利用したい人数を算出し、これに１人

当たりの利用日数年 1 日を乗じたものに令和 5 年度（２０２３年度）年間延べ利用実績※２を足して算

出した。 

※１ 当事業の対象年齢は小学６年生までだが、小学生の利用は全体の１割未満（令和５年度（２０２３年

度）実績）であるため、利用割合が高い就学前（０～５歳児）の人口推移数を採用した。 

※２ 近隣自治体居住者が本市施設を利用した数を除く。 

 

■確保の方策の考え方 

施設（８カ所）の定員を施設毎に年間で算出し確保の方策とする。 

利用していない世帯にも情報が届くように SNS 等を活用した周知を図り、利用促進に努める。また、

今後利用したいと思う世帯は全体（小学校６年生までのこどもの数）の約１割にあたるため、市民ニー

ズに沿った施設数や受入数となっているか検討を進める。 
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１4. 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

 

所管課 こども支援課 

事業概要 

こどもを預けたい者やこどもを預かりたい者の相互の支援を実施する事業 

・依頼会員 生後 3 ヵ月から小学 6 年生までのこどもをお持ちの方 

・協力会員 20 歳以上の健康な方 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 延べ利用人数／年 ） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 

②確保の方策 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 

②-① ０ 0 0 0 0 

 

■量の見込みの考え方 

ニーズ調査回答人数のうち、今後利用したいと回答した人数を過去 5 年間の利用実績平均人数に足

して算出した。（利用実績平均人数は、年間 3,000 人以上利用のあった平成２８年度（２０１６年度）、平

成２９年度（２０１７年度）、令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）の５年間を採用。） 

 

■確保の方策の考え方 

今後利用したいと思う世帯はニーズ調査に回答した総数の約１割にあたるため、市民ニーズに応え

ることができるように引き続き協力会員の人数確保や依頼会員の要望に合ったマッチングを行ってい

く。また、SNS 等を活用した周知を図り、利用促進に努める。 
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１5. 妊婦健康診査 

 

所管課 こども支援課 

事業概要 

母子保健法に基づき妊婦への健康診査を実施する事業（妊娠中に最大 14 回） 

※ 母子保健法第 13 条：市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に

対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 人／年 ） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 8,451 8,400 8,334 8,291 8,275 

②確保の方策 8,451 8,400 8,334 8,291 8,275 

②-① 0 0 0 0 0 

 

■量の見込みの考え方 

利用実績（その年度に 1 回以上妊婦健診を受診した妊婦の実数）で算出した。 

※ 2025 年から２０２９年の推計人口（0 歳児）にこれまでの実績（1.6 倍）を乗じる。 

 

■確保の方策の考え方 

妊婦健康診査を医療機関で受診できる体制を継続し、妊婦の健康管理の向上を図る。 
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１6.  実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 

所管課 保育幼稚園課 

事業概要 
生活保護受給世帯を対象に、保護者が保育施設等に支払うべき日用品等の購入に

要する費用を助成する事業 

提供区域 - 

 

■量の見込みの考え方 

量の見込みの設定対象外 

 

■確保の方策の考え方 

利用ニーズに的確に対応できるよう各事業者及び対象世帯に対し、継続的に働きかけていく。 
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１7. 子育て世帯訪問支援事業（１）熊本市子育て世帯訪問支援事業 

 

所管課 こども家庭福祉課・各区保健こども課（こども家庭センター） 

事業概要 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱えた特に支援が必要な子育て家庭、妊産

婦、ヤングケアラーがいる家庭を訪問支援員が訪問し、家事・子育て等の支援を行

う事業 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 世帯／年 ） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 21 22 23 24 25 

②確保の方策 21 22 23 24 25 

②-① 0 0 0 0 0 

 

■量の見込みの考え方 

前年度の量の見込みに、児童虐待対応件数の平均伸び率及び各年度の推計児童人口減少率を乗じて算

出した。 

 

■確保の方策の考え方 

虐待のリスク等の高まりを未然に防ぐため、子育てに困難を抱える等支援を必要とする家庭が事業を利

用できるよう、委託機関を確保し、事業を継続していく。 
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１７. 子育て世帯訪問支援事業（２）産前産後ホームヘルプサービス 

 

所管課 こども支援課・各区保健こども課（こども家庭センター） 

事業概要 
児童福祉法に基づき、妊娠中及び出産後の体調不良等や多胎出産で家事や育児を

行うことが困難な家庭にホームヘルパーを派遣し、家事・育児支援を行う事業 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 延べ利用人数／年 ） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 2,377 2,363 2,344 2,332 2,327 

②確保の方策 2,377 2,363 2,344 2,332 2,327 

②-① ０ ０ ０ ０ ０ 

 

■量の見込みの考え方 

推計人口（0 歳児）と令和５年（２０２３年）利用実績（4.5％）から利用人数を推計し、平均利用回数（10 回）

を乗じて算出した。 

 

■確保の方策の考え方 

支援を必要とする対象者が事業を利用できるよう、委託機関の確保をし、事業を継続していく。 
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１８. 児童育成支援拠点事業 

 

所管課 こども家庭福祉課・各区保健こども課（こども家庭センター） 

事業概要 
養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のないこどもを対象に安心・安全

な居場所を提供し、こどもや家庭が抱える課題に対し包括的に支援する事業 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 人／日 ） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 34 35 36 37 38 

②確保の方策 20 40 40 40 40 

②-① ▲14 5 4 3 2 

 

■量の見込みの考え方 

前年度の量の見込みに、児童虐待対応件数の平均伸び率及び各年度の推計児童人口減少率を乗じて算

出した。 

 

■確保の方策の考え方 

支援が必要なこどもや家庭が事業を利用できるよう、本事業の実施箇所数の充実を図り、受け入れ体制

の安定化を目指す。 
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１９. 親子関係形成支援事業 

 

所管課 こども家庭福祉課・各区保健こども課（こども家庭センター） 

事業概要 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者等に対し、講義やグ

ループワーク等を通じて、保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の

交換ができる場を設ける等親子間における適切な関係性の構築を図る支援を行う

事業 

提供区域 市全域 

 

■量の見込みと確保の方策 （単位 世帯／年 ） 

年 度 
R７ 

（20２５） 

R８ 

（202６） 

R９ 

（202７） 

R１０ 

（202８） 

R１１ 

（202９） 

①量の見込み 31 32 33 34 35 

②確保の方策 24 36 36 36 36 

②-① ▲7 4 3 2 1 

 

■量の見込みの考え方 

児童育成支援拠点事業と連携して本事業を実施する想定であるため、児童育成支援拠点事業の利用が

望まれるこどもがいる世帯数を基に算出した。 

 

■確保の方策の考え方 

児童育成支援拠点事業の利用世帯数に応じて確保量を算出した。 
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４ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の

推進に関する体制確保の内容  

 

（１）認定こども園の普及に係る基本的な考え方 

認定こども園が幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況及びその変化等によらず

柔軟にこどもを受け入れられる施設であることを踏まえ、認定こども園への移行については、事業

者の意向や施設の状況などを十分に踏まえながら、地域の実情や基準等の情報提供を行い、移行を

希望する幼稚園や保育所が円滑に移行できるよう個別に支援します。 

また、子ども・子育て支援法に基づく基本指針において、認定こども園への移行を希望する幼稚

園・保育所があれば、認可・認定基準を満たす限り、認可・認定を行えるようにするものとされて

います。 

本市においては、既存の幼稚園や保育所が認定こども園への移行を希望する場合には、認可・認

定基準を満たす限り、供給が需要を上回る場合にも、子ども・子育て会議（児童福祉専門分科会）

にてその都度検討します。このため、需要調整の際の「市町村計画で定める数」については、具体

的な数値としては定めないこととします。ただし、２号・３号定員は原則として減らさないことを

条件とします。 

 

（２）地域における教育・保育施設及び地域型保育従事者等間の連携 

幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育事業者が幼児期の学校教育や保育を充実させ、施

設間の連携・接続ができるよう、情報提供等を行い、協力体制の構築を支援していくとともに、幼

稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領に即した各種要録等を

活用しながら、乳幼児期から小学校年齢期における発達及び生活の連続性の確保について配慮して

いきます。 

 

（３）幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の市町村が行う必要な支援 

保育交流や合同研修等の継続的な実施を通じて、幼稚園教諭と保育士が互いの知識や技術を深

め、一人ひとりの専門性を発揮することにより、質の高い幼児教育や保育の提供につとめます。  
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５ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 

令和元年（２０１９年）１０月より開始された幼児教育・保育の無償化では、市町村は、３歳から５

歳までのこども及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯のこどもが、私学助成幼稚園や預かり保

育事業、認可外保育施設等を利用する際に要した費用について、上限額の範囲内で施設等利用費を

支給することとされています。 

私学助成幼稚園の利用料については、保護者の利便性及び未移行幼稚園の運営面に配慮し、子ど

も・子育て支援法第３０条の１１に基づき、私学助成幼稚園に対して施設等利用費を支給します。 

また、預かり保育事業や認可外保育施設等の利用については、償還払いとして、四半期ごとに保護

者に対して施設等利用費を支給します。 


